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お知らせ 2月

※
利
用
が
重
複
し
た
場
合
は
調

整
・
抽
選
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
／
各
グ
ラ
ウ
ン
ド
に

記
載
の
問
い
合
わ
せ
先
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

周
防
大
島
町
健
康
管
理
セ
ン

タ
ー
年
間
利
用
申
請
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
、
年
間
を
通
し
て

利
用
を
希
望
さ
れ
る
団
体
は
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
資
格
／

①
小
中
学
校
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
団
体

②
大
島
郡
体
育
協
会
加
入
団
体
お

よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
団
体

③
広
く
町
民
の
健
康
増
進
を
図
る

目
的
の
団
体

※
原
則
と
し
て
周
防
大
島
町
民
に

限
り
ま
す
。

■
利
用
料
／

①
は
無
料
、
②
③
に
つ
い
て
は
年

間
２
万
円
（
半
面
使
用
の
場
合
は

半
額
）

■
利
用
日
／

　

月
曜
日
〜
日
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
10
時

（
た
だ
し
、
12
月
29
日
〜
１
月
３
日

お
よ
び
町
主
催
、
共
催
各
種
大
会

が
あ
る
日
は
除
く
）

※
利
用
希
望
曜
日
等
重
複
し
た
場

合
は
抽
選
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

■
申
込
締
切
／
２
月
29
日
㈮

東
和
・
久
賀
・
大
島
グ
ラ
ウ
ン

ド
年
間
利
用
申
請
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
に
お
い
て
、
年
間

を
通
し
て
利
用
を
計
画
さ
れ
て
い

る
各
団
体
等
は
申
請
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
提
出
が

な
い
場
合
は
年
間
の
利
用
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
東
和
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
（
大
字
西
方
１
５
７
５
‐
１
）

・
問
い
合
わ
せ　

社
会
教
育
課

☎
７
８
‐
２
２
０
５

　

照
明
施
設
な
し
（
日
没
ま
で
）

○
久
賀
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
（
大
字
久
賀
５
０
５
７
） 

・
問
い
合
わ
せ　

久
賀
教
育
支
所

☎
７
２
‐
２
２
７
１

照
明
施
設
有
り
（
午
後
10
時
ま
で
）

※
面
積
減
の
た
め
一
般
の
方
の
野

球
・
ソ
フ
ト
等
は
利
用
困
難
で
す
。

○
大
島
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
（
大
字
西
屋
代
１
３
９
） 

・
問
い
合
わ
せ　

大
島
教
育
支
所

☎
７
４
‐
５
３
０
０

照
明
施
設
有
り
（
午
後
10
時
ま
で
）

■
利
用
日
／
月
曜
日
〜
日
曜
日

（
た
だ
し
町
主
催
・
共
催
各
種
事
業

が
あ
る
場
合
は
除
く
）

■
申
込
締
切
／
３
月
７
日
㈮

Ａ　通常、数日間程度、１日あたり５～６時間程度と見込
まれています。
　実際に裁判員として裁判所に来ていただく日数は、それ
ぞれの事件の内容により異なりますので、一概にはいえま
せん。しかし、裁判員裁判では、法廷での審理を始める前
に、裁判官、検察官、弁護人の三者でポイントを絞ったス
ピーディーな裁判が行われるように事件の争点や証拠を整
理し、審理計画を明確にするための手続き（公判前整理手
続）が行われます。また、できるだけ連日的に開廷するこ
とになっていますので、多くの事件は数日間で終わると見
込まれています。
　１日にどのくらいの時間、裁判を行うかは裁判所や事件
ごとに異なり、その都度決められていくことになります。
ただし、丸１日かかる事件であっても、昼食時間は当然あ
りますので実際に裁判が行われる時間は、通常は１日に５
～６時間程度と考えられます。

Ｑ　裁判員は何日間ぐらい裁判に参加するのですか？
　　裁判員裁判は、１日何時間くらいかかりますか？

裁判員制度Ｑ＆Ａ

お
知
ら
せ

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

教
育
委
員
会
久
賀
教
育
支
所

☎
７
２
‐
２
２
７
１

法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

山
口
地
方
法
務
局
柳
井
出
張
所

で
は
、
３
月
10
日
か
ら
、
当
出
張

所
管
内
の
う
ち
大
島
郡
周
防
大
島

町
の
「
土
地
・
建
物
」
の
登
記
事

務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
処
理

す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
不
動
産
登
記
簿
の

謄
本
ま
た
は
抄
本
に
代
え
て
「
登

記
事
項
証
明
書
」
を
発
行
す
る
こ

と
に
な
り
、
ま
た
、
登
記
簿
（
閉

鎖
登
記
簿
を
除
く
。）
の
閲
覧
制
度

が
廃
止
さ
れ
「
登
記
事
項
要
約
書
」

を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
地
方
法
務
局
柳
井
出
張
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
１
１
９
８

事
業
主
や
従
業
員
の
皆
さ
ん

労
働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
の
御
利
用

を
！

　

県
で
は
、
社
会
保
険
労
務
士
が

賃
金
、
残
業
、
解
雇
な
ど
各
種
の

労
働
問
題
の
相
談
に
応
じ
る
労

働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
を
設
け
て
い
ま

す
。
相
談
料
は
無
料
で
す
。

■
開
設
場
所
／

　

労
働
政
策
課
労
働
情
報
相
談
セ

　

ン
タ
ー
内
（
県
庁
8
階
）

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
３
２
３
２

■
相
談
員
／
社
会
保
険
労
務
士

■
相
談
日
・
時
間
／

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

　

分
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
労
働
政
策
課

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
３
２
１
６


